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（児童生徒数は、平成２１年２月１日現在） 



はじめに 

   

  児童・生徒の健全な育成を図るためには、学校教育の充実が最重点施策であり、

よりよい教育環境の提供が大きな課題とされています。 

当教育委員会では、児童生徒の減少に伴い、小中学校の小規模化・過小規模化

が急激に進行し、学校運営や教育活動などに様々な課題を生じさせていることか

ら、小中学校の適正規模・適正配置等を確立すべきものと考え、先に身延町立小

中学校適正配置審議会を設置し、１年余の調査及び審議を経て、平成２０年８月

２２日に答申を頂きました。 

 

答申は、第一段階として小学校を２校減じ７校とし、中学校を１校減じ４校と

し、第二段階として小学校を４校減じ３校とし、中学校を２校減じ２校とし、第

三段階として小学校を１校減じ２校に、中学校を１校減じ１校とするものです。 

 

当教育委員会は、この答申の趣旨に沿い、本町の現状を認識したうえで、小学

校２校、中学校１校が本町における適正な学校数であると結論付け、未来を担う

子どもたちを育む教育環境を整備し、活力ある学校づくりを目指すため、ここに

学校統合計画・前期計画を策定し、長期総合計画との整合性を図りながら、平成

２１年度から計画的に学校統合を進めます。 

 

なお、この統合計画の実施に当たっては、行政、学校はもとより、保護者や地

域の理解を得、関係者が一体となり、新しいまちづくり、新しい学校づくりを進

めるという共通認識を持ちながら取り組んでいきます。 
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１ 学校統合計画策定に関する基本的な考え 

（１）適正な学校規模 

集団生活を通して、互いに学習意欲を高めあい、規律や規範意識を学び、 

多様な人間関係を築き、心身ともにたくましく社会に柔軟に対応できる人材 

を育成するためには、一定規模の集団の中での教育活動を展開することが必 

要であることから、小学校においては、１２学級以上の規模、また、中学校

においては６学級以上の規模を適正規模とし、児童及び生徒数は、それぞれ

１学級２０人以上の規模とします。 

 

（２）適正な通学区域の設定 

    児童及び生徒の交友関係や地域の実情等にも配慮して、現在の学区を分断

しないことを基本とします。 

     

 （３）統合に係る問題点への対応 

    学区の拡大による遠距離通学への対応、風俗習慣の相違や歴史・文化の多

様性をもつ児童及び生徒の交流活動、地域社会との関わり、地域住民の精神

的感情への配慮、空き施設の有効活用など、統合に伴う問題点に配慮しなが

ら、総合的に対応します。 

  

２ 学校統合の目的 

 （１）活力ある学校づくり 

    かつては、どの学校も児童生徒数が多く、学校に活気が満ち溢れ、教職員

も児童生徒たちも、自分たちの学校と自分たちが住んでいる町に誇りを持っ

ていました。 

    また、どの学校も、学力面、文化面、スポーツ面などにおいて高い水準を

維持し、秀でた記録も持っていました。 

しかしながら、過疎化・少子化により児童生徒数は著しく減少し、集団学

習活動や部活動に制約を受け、学習意欲や競争心が希薄になり、互いに切磋

琢磨する環境が作りにくい現状にあります。 

    こうした中で、学校は教科学習、各種行事、部活動等を多様的、効果的に

展開し、それぞれが創意工夫を凝らし特色ある学校運営を進めているものの、

児童生徒の活発な活動をさらに促進するためには、一定規模の児童生徒数を

確保し、この適正規模の集団の中で、互いに刺激しあい学びあい、社会性が

育てられるような活力ある学校づくりを進めることが必要です。 
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 （２）健やかな体と豊かな心を持った児童生徒の育成 

   多くの児童生徒と交わり、集団生活を通して、集団の中の一員として生活

していく規範と力を身に付け、人を思いやる心を持った児童生徒を育成しま

す。 

   また、集団が大きくなれば、多岐にわたる活動が可能となり、協調性が育

まれると同時に、個性・能力の伸長につながり、健康な身体と精神を持った

人材を育成することができます。 

 

（３）指導体制の充実 

   適正規模の学校とすることにより、学級数が増加し、このことにより教職

員も増員配置が可能になります。 

   校内では活発な意見や情報の交換、校内研究会の活性化、研修機会の増加

などにより、教職員の資質向上、指導力の強化、指導体制の充実が図られま

す。 

 

（４）新しい教育に対応できる環境整備 

    新学習指導要領への対応、国際理解教育・環境教育・情報教育の推進、生

涯学習との連携、郷土学習など学校を取り巻く新しい教育に対応することが

できるハード・ソフト両面にわたる環境設備を図る必要があります。 

 

 （５）効率的な教育行政の推進 

    適正配置を進めることにより、維持管理面での節減が図られ、効率的な行

財政運営が図られます。 

 

３ 学校統合に際し、配慮すべき事項 

 （１）１０年後を目途に、段階的に学校統合を進めます。 

 （２）学校は文化の中核的施設であるという役割に配慮しながら、関係者との話

し合いを進めます。 

 （３）各学校での特色ある教育や、地域と関わりのある事業を引き続き実施でき

るよう配慮します。 

 （４）児童生徒の通学の安全を確保するため、各学校における安全指導教育を徹

底するとともに、施設面の安全確保について関係機関に働きかけます。 

 （５）学校統合による児童生徒の不安解消や動揺を最小限に抑えるため、教員配

置面で最善を尽くします。 

 （６）関係する学校間での交流事業や交流学習を推進し、教育課程編制・学校運 
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営・教育方法に配慮します。 

 （７）校名・校歌・校旗・制服・体操着等については、関係する学校の保護者や

教職員で話し合います。 

 （８）閉校する学校において、歴史や伝統を残す事業について配慮します。 

 

４ 計画の推進年度 

  １０年間で最終的結論への到達を目指すため、計画を前期・後期の二つとし、

前期計画は計画策定後速やかに実施に向けての取り組みを始めます。 

 

５ 前期計画における学校統合計画の具体的内容 

 １）小学校の統合 

経年とともに複式学級数は増加の傾向にあり、早期に教育環境を整備する

必要があるため、西嶋小学校と静川小学校の統合並びに身延小学校と豊岡小

学校の統合について取り組みます。 

   

① 西嶋小学校と静川小学校の統合 

    西嶋小学校児童数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生   ６  １１   ６   ７ １０   ４   ６ 

２年生   ７   ６  １１   ６   ７ １０  ４ 

３年生   ９   ７   ６  １１   ６   ７ １０ 

４年生  １３   ９   ７   ６  １１   ６   ７ 

５年生  １１  １３   ９   ７   ６  １１   ６ 

６年生  １７  １１  １３   ９   ７   ６  １１ 

合 計  ６３  ５７  ５２  ４６  ４７  ４４  ４４ 

     

校舎は昭和６０年度に建築され、耐震基準は満たしています。 

空き教室がないため、学級を増設する場合は他用途の教室を改造する必要があり

ます。 

   周辺の道路は狭隘で、駐車場も手狭な状況です。 

    見守り隊活動は活発で、地域が一丸となって子どもの安全確保に取り組んでいま

す。 
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静川小学校児童数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生   ４   １   ８   ２   ９   ５   ７ 

２年生   ７    ４   １    ８    ２    ９   ５ 

３年生    ９    ７    ４    １    ８    ２    ９ 

４年生    ３    ９    ７    ４    １    ８    ２ 

５年生    ９    ３    ９    ７    ４    １    ８ 

６年生   ７   ９    ３   ９    ７    ４    １ 

合 計  ３９  ３３  ３２  ３１  ３１  ２９  ３２ 

（太字は、複式学級編制対象学年） 

校舎は昭和５８年度に建築され、耐震基準は満たしています。 

平成１９年度から、複式学級解消のため町費採用教員を配置しています。 

平成２２年度以降の児童数に大きな変化はないものの、複式学級は２学級

が設置される見込みです。 

    すでに特別支援学級が開設されていることから、統合後の校舎として利用

することができます。 

 

両校は校区が隣接し、すでに、修学旅行も連合により実施していること、

さらに、卒業後に進む中学校は同一校であることなどから、適正規模校に向

けての第一段階として両校を統合し、１小学校区とします。 

この統合による児童数は次のようになりますが、当面複式学級設置の心配

はないものの、いずれの学年も１学級のみの編制で、答申でいうクラス替え

の可能な学級規模にはなり得ないものであります。 

 

西嶋小学校と静川小学校の統合による児童数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生  １０  １２  １４   ９  １９   ９  １３ 

２年生  １４  １０  １２  １４   ９  １９   ９ 

３年生  １８  １４  １０  １２  １４   ９  １９ 

４年生  １６  １８  １４  １０  １２  １４   ９ 

５年生  ２０  １６  １８  １４  １０  １２  １４ 

６年生  ２４  ２０  １６  １８  １４  １０  １２ 

合 計 １０２  ９０  ８４  ７７  ７８  ７３  ７６ 
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児童数は漸次減少するため、早期に次の段階への移行の取り組みが求めら

れます。 

 

両校が統合した場合、通学距離が４ｋｍを超える区域が生じることから、

通学方途について検討する必要があります。 

・ 統合は平成２２年４月１日を目指します。 

・ 使用する校舎の選定は関係者と十分協議し、また、空き施設の活用方策

についても十分に話し合いのうえ決定します。 

 

② 身延小学校と豊岡小学校の統合 

    身延小学校児童数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生  １４  １７  １３   ９  ９  １４  ３ 

２年生  １３  １４  １７  １３   ９  ９  １４ 

３年生  １８  １３  １４  １７  １３   ９  ９ 

４年生  ２６  １８  １３  １４  １７  １３  ９ 

５年生  ２８  ２６  １８  １３  １４  １７  １３ 

６年生  ２６  ２８  ２６  １８  １３  １４  １７ 

合 計 １２５ １１６ １０１  ８４  ７５  ７６  ６５ 

    校舎は昭和５３年度に建築され、耐震診断の結果は基準を満たしているものの、    

廊下が設置されていない特殊構造をもつ施設のため、使い勝手の悪い施設です。 

    屋内運動場は身延中学校の施設を使用していますが、老朽化が著しい施設です。

校地の一部に借地があります。 

 

豊岡小学校児童数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生   ５   ４   ９   ４   ５   ８   ３ 

２年生    ３    ５    ４   ９   ４    ５   ８ 

３年生    ５    ３    ５    ４   ９    ４    ５ 

４年生    ４    ５    ３    ５    ４   ９    ４  

５年生    ６    ４    ５    ３    ５    ４   ９ 

６年生    ７    ６    ４    ５    ３    ５   ４ 

合 計  ３０  ２７  ３０  ３０  ３０  ３５  ３３ 

（太字は、複式学級編制対象学年） 
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校舎は昭和５５年度に建築され、耐震診断の結果は基準を満たしています。 

平成１９年度から、複式学級解消のため町費採用教員を配置しています。 

平成２１年度以降の児童数に大きな変化はないものの、複式学級は２学級 

が設置される見込みです。 

    この校区は隣接し、さらに、就学すべき指定校変更承認により身延小学校

への通学児童も多いこと、平成２１年度の修学旅行も連合により実施するこ

と、さらに、卒業後に進む中学校は同一校であることなどから、適正規模校

に向けての第一段階として両校を統合します。 

    統合後の児童数は次のようになりますが、この統合によってもいずれの学

年も２学級編制にはならず、しかも２０人未満の学年が多く、次の計画を急

ぐ必要があります。 

 

身延小学校と豊岡小学校の統合による児童数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生  １９  ２１  ２２  １３  １４  ２２   ６ 

２年生  １６  １９  ２１  ２２  １３  １４  ２２ 

３年生  ２３  １６  １９  ２１  ２２  １３  １４ 

４年生  ３０ ２３  １６  １９  ２１  ２２  １３ 

５年生  ３４  ３０  ２３  １６  １９  ２１  ２２ 

６年生  ３３  ３４  ３０  ２３  １６  １９  ２１ 

合 計 １５５ １４３ １３１ １１４ １０５ １１１ ９８ 

 

・ 身延小学校と豊岡小学校を統合し、１小学校区とします。 

・ 統合は平成２２年４月１日を目指します。 

・ 通学方途を検討する必要があります。 

・ 校舎は身延小学校を使用し、豊岡小学校の施設の活用については、関 

係者において協議します。 
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２）中学校の統合 

① 下山中学校と身延中学校の統合 

下山中学校生徒数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生  １２  １６  １１   ８  １４   ７   ５ 

２年生  １９  １２  １６  １１   ８  １４  ７ 

３年生  １１  １９  １２  １６  １１   ８  １４ 

合 計  ４２  ４７  ３９  ３５  ３３  ２９  ２６ 

校舎は昭和３３年度建設の木造平屋建てで、建設から５０年を経過した老 

朽校舎です。 

生徒数が減少し、集団学習活動や部活動に制約を受け、部活動を理由とし

た就学指定校変更申請が提出され許可した経緯があります。 

 

身延中学校生徒数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生  ４７  ５３  ４９  ５０  ３７  ３０  ３９ 

２年生  ６０  ４７  ５３  ４９  ５０  ３７  ３０ 

３年生  ５０  ５９  ４７  ５３  ４９  ５０  ３７ 

合 計 １５７ １５９ １４９ １５２ １３６ １１７ １０６ 

    校舎は昭和４５～４６年度に建設され、耐震改修を施した施設です。 

    生徒数は減少し、１学年１学級編制となることは明らかです。 

    これに伴い、部活動も検討を余儀なくされています。 

 

    両校の統合論議は幾度となく展開されましたが、いずれも不調に終わり現

在に至っており、懸案事項として引き継がれてきました。 

しかし、校舎、部活動、教育効果、効率的な教育行政を考え、適正規模校

に向けての第一段階として両校を統合します。 

     

下山中学校と身延中学校の統合による生徒数の推移 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

１年生  ５９  ６９  ６０  ５８  ５１  ３７  ４４ 

２年生  ７９  ５９  ６９  ６０  ５８  ５１  ３７ 

３年生  ６１  ７８  ５９  ６９  ６０  ５８  ５１ 

合 計 １９９ ２０６ １８８ １８７ １６９ １４６ １３２ 

－９－ 



・ 下山中学校と身延中学校を統合し、１中学校区とします。 

・ 統合は平成２２年４月１日を目指します。 

・ 校舎は身延中学校を使用し、下山中学校の施設の活用については、関 

係者において協議します。 

      

 

６ この計画以後の学校統合計画の具体的内容 

 １）小学校の統合 

隣接校の統合を進めながら、最終的な結論である２小学校とします。 

使用する校舎の選定は関係者と十分協議し、また、空き施設の活用方策につ 

いても十分に話し合いのうえ決定します。 

 

２）中学校の統合 

小学校と同様に、隣接校の統合を進めながら、最終的な結論である１中学校

とします。 

使用する校舎の選定は関係者と十分協議し、また、空き施設の活用方策につ 

いても十分に話し合いのうえ決定します。 

 

７ その他 

１）学校給食調理施設の再編 

児童生徒数の減少に伴い、いずれの施設においても最大調理食数を大きく下

回り、また、施設の老朽化も進んでいることから、学校の統合と並行して段階

的に再編することとします。 

当面、久那土小中学校分については、中富学校給食センターにおいて、下部 

小中学校分については、身延学校給食センターにおいて調理し、将来的には１

施設とします。 

 

おわりに 

  それぞれの学校にはそれぞれの歴史と伝統があり、学校に対する地域の思いや 

 願いは大きいものがあります。 

  学校は地域の文化の拠点であり、地域は学校を支えにしてきました。 

  しかし、児童生徒数が激減するという現状を看過することはできません。 

  地域から学校がなくなることは、地域の人々の思いや願いと逆行することにな 

りますが、地域の理解のもと、児童生徒の将来を優先するという観点から、この 

計画を進めます。 

－１０－ 


